○事件議決案
	
番号
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要

	１
	大阪府立長野高等学校における食堂の使用及び自動販売機の設置に係る光熱水費に相当する負担金に関する債権放棄の件
	大阪府立長野高等学校における食堂の使用及び自動販売機の設置に係る光熱水費に相当する負担金の債務者に対して、大阪府が有する債権を放棄することについて議決を求めるもの。
件　　数　　１件
金　　額　　回収不能となった５１万２９３円及び当該負担金に係る遅延損害金


	２
	指定管理者の指定の件（教育委員会所管施設）
	(1) 大阪府立臨海スポーツセンター
指定期間　　令和８年４月１日から
　　　　　　　　令和９年３月３１日まで
指定する団体　　南海ビルサービス株式会社


	
	
	(2) 大阪府立中央図書館
指定期間　　令和８年４月１日から
　　　　　　　　令和１３年３月３１日まで
指定する団体　　長谷工・大阪共立・ＴＲＣグループ






○条例案
	



番号
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要

	１
	大阪府高等学校等教育改革促進基金条例制定の件
	公立の高等学校等における教育改革の推進のための事業に要する資金を積み立てるため、高等学校等教育改革促進基金の設置、積立て、管理等について定める。
　　　　施行日：公布の日


	２
	大阪府附属機関条例等一部改正の件
	委員の本業及び主要都道府県等の報酬の水準等を踏まえ、附属機関の委員の報酬の上限額を改定する。
〔改正前〕日額 ９，８００円
〔改正後〕日額 １８，０００円 等
　　　　施行日：令和８年４月１日
〔関係条例〕
・大阪府スポーツ推進審議会条例
・大阪府社会教育委員条例
・大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
・大阪府文化財保護審議会条例
・大阪府立図書館協議会条例


	３
	大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等一部改正の件
	　地域限定保育士試験の実施に関する試験実施方法書について内閣総理大臣より認定を受けたことに伴い、指定障害児通所支援事業所等に置く保育士に地域限定保育士を含むこととする。
施行日：公布の日



	４
	大阪府立学校条例及び大阪府教育センター条例一部改正の件
	１　府立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の増減に伴い、府立学校の職員の定数を改定する。
・高等学校　〔改正前〕　　９，２５１人
　　　　　　　　〔改正後〕　　９，０７１人
・特別支援学校　〔改正前〕　　５，５３０人
　　　　　　　　〔改正後〕　　５，６９７人
　　　　施行日：令和８年４月１日
２　府立高等学校再編整備計画に基づき、学びの多様化学校として大阪府教育センター附属高等学校窓明分校を設置する。
３　大阪府立門真西高等学校及び大阪府立懐風館高等学校を廃止する。
４　大阪府教育センターの事業として、大阪府教育センター附属高等学校窓明分校との連係及び協力に関することを追加する。
　　　　施行日：規則で定める日


	５
	府費負担教職員定数条例一部改正の件
	市町村立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の増減並びに国の定数改善等に伴い、府費負担教職員の定数を改定する。
　・小学校　〔改正前〕　１８，３６８人
　　　　　　　　　〔改正後〕　１８，７０７人
　・中学校　〔改正前〕　１０，１８５人
　　　　　　　　　〔改正後〕　１０，４６７人
　　　　施行日：令和８年４月１日
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